
令和８年度第１回目被爆者健康診断のお知らせ 

                   

実施期間   令和８年５月１日から令和８年６月３０日まで 

 

受診方法  １  かかりつけ医または受診したい医療機関で受診できるかどうか確認してく

ださい。（受診できない医療機関がありますので、別添「被爆者健康診断実

施医療機関名簿」で御確認ください。） 

              ※  問い合わせは、医療機関、お近くの県保健福祉（環境）事務所、福岡県

原爆被害者相談所等に直接お願いします。 

            ２  医療機関に予約のうえ、受診してください。 

              ※  当日持参するもの 

                  ①被爆者健康手帳または健康診断受診者証（第一種） 

                   ②問診票 

        健康診断は皆様が任意で受診するものですが、健康管理のため、とても大切

なことですので、できる限り受診するようにしてください。 

           また、受診の結果「要精密検査」と判定された方は、精密検査を積極的に受

診してください。（本人負担はありません。） 

交通手当   交通手当は公共交通機関を利用し(タクシーは対象となりません)、最も     

経済的な経路及び方法により往復で４００円以上運賃を支出した方に支給     

されます。希望する方は医療機関に備え付けの「交通手当請求書」に記入     

して窓口に提出してください。 

バスを御利用の場合、乗降したバス停の名称は必ず正確に記入してくだ 

さい。 

              なお、交通手当は口座振替により支給しますので、あらかじめ振込口座を決 

            めておいてください（健康管理手当等の手当受給者は手当の口座に振り込まれ 

            ます。）。 

        また、事務処理の都合上、交通手当の支給が遅れることがありますので、     

御了承ください。 

 

 ◎北九州市各区役所、福岡市各区保健福祉センターの電話番号 

 

 

 

 

 

 

 

 門 司   ℡ 093-331-1881    東   ℡ 092-645-1078  

 

 

 

 

 

 

 小倉北   ℡ 093-582-3440  博 多   ℡ 092-419-1091 

 小倉南   ℡ 093-951-4111  中 央   ℡ 092-761-7340 

 戸 畑   ℡ 093-871-1501   南   ℡ 092-559-5116 

 若 松   ℡ 093-761-5321  早 良   ℡ 092-851-6012 

 八幡東   ℡ 093-671-0801  城 南   ℡ 092-831-4261 

 八幡西   ℡ 093-642-1441   西   ℡ 092-895-7073 

 ◎久留米市保健所の電話番号                          ℡ 0942-30-9331 

 ◎福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課の電話番号   ℡ 092-643-3267 

 ◎福岡県原爆被害者相談所の電話番号                  ℡ 092-631-1508 

                                          福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課 



 

 

≪希望による健康診断について≫ 

    

  被爆者の方は、定期健康診断のほかに年２回を限度として、いつでも『希望による健康診断』

を受診できます。 

  また、そのうち１回を『被爆者がん検診』として受診することができます。 

   がんは、早期発見、早期治療が大切です。健康管理のため進んで受診されるようおすすめ 

いたします。なお、がん検診の概要は下記のとおりです。 

   （１）  がん検診の項目 

        ①胃がん検診 ②肺がん検診 ③乳がん検診 ④子宮がん検診 ⑤大腸がん検診     

⑥多発性骨髄腫検診 

    ※平成28年度から希望者は胃がん検診を内視鏡検査で受診できます。 

     内視鏡検査は、医療機関によっては対応していないこともありますので、受診を希望

する場合は医療機関で相談のうえ、受診してください。 

   （２）  受診の回数 

         がん検診を希望（申請）される方は、上記のすべての項目について年１回 

       を限度として受診することができます。 

   （３）  実施機関 

         がん検診実施機関については、直接、別添の「被爆者健康診断実施医療機 

       関名簿」の中から選び、そこで受診できるかどうか確認してください。 

   （４）  受診方法 

         実施医療機関に事前に連絡の上、申請書等を実施機関に提出してください。    

  （申請書等は被爆者健康診断実施医療機関に備えつけてあります)。 

         なお、がん検診は予約が必要です。申請されてもすぐには受診できない場合や 

       ２項目以上受診される際に、同一日には全項目の検診ができない場合も 

       あります。実施医療機関で相談のうえ、受診してください。 

   （５）  当日持参するもの 

    被爆者健康手帳（第一種健康診断受診者証）、及び各種保険証を忘れずに 

持参してください。 

《問い合わせ先》 

   ◎北九州市各区役所 保健福祉課地域保健係 

   ◎福岡市各区保健福祉センター 健康課健康づくり係 

   ◎久留米市保健所 健康推進課 

     ◎福岡県保健医療介護部 がん感染症疾病対策課 

     ◎福岡県原爆被害者相談所 

 


